
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

英国会社の休眠会社への申請 

 

特に明記しない限り、本見積書において英国会社とは、英国の2006年会

社法（the United Kingdom Companies Act 2006）に基づき設立された非

公開株式会社をいいます。 

 

概要 

 

英国の 2006 年会社法第 1169 条では、非公開会社が（会社設立日又は指

定日以降）関連する会計取引を行っていない場合、自らを非活動休眠会

社（以下「休眠会社」）として申告することを認めています。休眠会社

は毎年の税務申告が免除されます。休眠会社の資格を得るためには、会

社は設立日又は指定日以降、「重要な」取引（収入、支出、商品や資産

の売買などの営業上の収支を含むが、これらに限らない）に関与してい

ない必要があります。また、英国会社登記所（Companies House）によ

る当該「重要な」取引の定義によれば、以下の状況は含まれません。 

 

1. 会社登記所への年次申告手数料 

2. 年次財務諸表の提出遅延による罰金 

3. 会社設立時に支払った株式対価 

 

会社は休眠会社となった場合でも、以下の手続きを毎年行う必要があり

ます。 

 

1. 英国での登録住所を維持すること。 

2. 確認申告書（Confirmation Statement）を更新すること。 

3. 休眠会社としての財務諸表（Annual Accounts）を提出するこ

と。 

 

歳入関税庁は、会社を休眠状態にあると判断した場合、休眠会社とみな

され、法人税の納付や法人税申告書の提出が不要である旨の通知書を送

付します。 

 

弊社は、英国会社の休眠会社への申請を代行するサービス費用が 500 ポ

ンドです。 
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本見積書はあくまで参考用であり、最終的な取引条件を構成するものとしません。サービス

項目の価格は、弊社が個別の案件ごとに提示する最終見積書を基準とします。弊社は事前の

通知なしに価格を調整する権利を留保します。 

 

1. 休眠会社への申請費用 

 

弊社は、英国会社の休眠会社への申請を代行するサービス費用が 500 ポンドです。具

体的には以下の通りです。 

 

(1) 定款の審査 

(2) 休眠会社申請に必要な書類の作成 

(3) 英国会社登記所（Companies House）への休眠申請の提出・通知 

(4) 英国歳入関税庁（HMRC）への休眠状態の通知及び申請の提出 

 

備考： 

 

(1) 上記の費用には、会社設立申請にかかる政府手数料が含まれていますが、会社

設立において発生する書類の郵送料金（ある場合）が含まれません。 

 

2. その他のサービス（オプション） 

 

番号 サービス項目 費用（ポンド） 

1 
確認申告書（Confirmation Statement）の提出 

（50 ポンドの政府手数料が含まれない） 
100 

2 登録住所（年間） 250 

3 年次財務諸表の作成・提出（休眠会社） 250 

4 法人所得税申告書の作成・提出（休眠会社） 250 

5 付加価値税（VAT）の登記抹消 500 

6 EORI 番号の登記抹消 300 

7 PAYE 番号の登記抹消 500 
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3. 支払条件 

 

弊所は現金、銀行振込、送金、PAYPAL でのお支払いを受け取ります。お客様はクレ

ジットカード又は PAYPAL で支払う場合、別途請求金額 2％又は 5%相当額の手数料

を負担します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請

求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービ

スの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを

提供し始めた後、特別な事情が発生しない限り、費用が返金されません。 

 

本見積書のサービス費用は税抜金額です。中国本土又は台湾の発票が必要な場合は、

弊所は、現地税法が定めた税金を別途請求します。 

 

4. 必要書類 

 

休眠会社への申請を行う際、以下の書類が必要です。 

 

(1) 定款細則（Articles of Association）１通 

(2) 直近の確認申告書（Confirmation Statement） 

(3) 最新の取締役名簿、株主名簿 

(4) 直近の年次財務諸表 

(5) 直近の法人税申告書 

(6) 会社登記所の認証番号（Companies House Authentication Code） 

(7) 英国歳入関税庁の納税番号（UTR） 

 

啓源はお客様の会社の設立を代行した場合、お客様は上記の書類を提供する必要があ

りません。 
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5. 流れ及び所要時間 

 

一般的に、必要な書類をすべて揃えた後、英国会社の休眠手続きを完了するには、約 6

～7 営業日を要します。具体的な流れ及び所要時間は、以下の表のとおりです。 

 

順番 内容 
営業日 

（予想日数） 

1 
お客様は電子メール・ファクス・郵便にて必要書類（第 3 節）

を啓源へ提供し、啓源のサービス費用を支払います。 
お客様次第 

2 
啓源は定款細則を確認し、休眠会社となるための申請に必要

な書類を作成した上で、お客様にメールにて発送します。 
1 

3 
お客様は署名済みの書類を啓源へ電子メールにて送付しま

す。 
お客様次第 

4 英国会社登記所へ休眠申請を提出し、通知を行います。 2-3 

5 直近の法人税申告書（必要な場合）を提出します。 2-3 

6 
英国歳入関税庁（HMRC）へ会社が休眠状態にある旨を提

出・通知します。 
2-3 

合計 6～7 営業日  

 

詳細情報とサポートをご希望の方、お手数ですが、下記の連絡先とお問い合わせください。 

メール：info@kaizencpa.com  

固定電話： +852 2341 1444  

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140 

Skype: kaizencpa 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa.com 

 

mailto:info@kaizencpa.com
http://www.kaizencpa.com/

